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・ 

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
改
正

・ 

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び

特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
改
正

・ 

国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補

正
予
算
（
第
１
号
）

・ 

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）

・ 

令
和
２
年
度
水
道
事
業
会
計

未
処
分
利
益
剰
余
金
の
処
分

・ 

政
府
に
核
兵
器
禁
止
条
約
承

認
・
批
准
を
求
め
る
意
見
書

提
出
に
関
す
る
請
願
の
継
続

審
査

・
議
員
派
遣

を
審
議
し
、
原
案
ど
お
り
可
決

し
た
。 そ

の
他
の
議
案

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

�

１
億
３
０
０
０
万
円
を
追
加

議
会
会
議
規
則
の
一
部
改
正

　
一
般
会
計
予
算
は
、
１
億
３
０

０
０
万
円
が
追
加
さ
れ
、
総
額

62
億
１
９
０
０
万
円
と
な
っ
た
。

　
歳
出
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
か
か

る
医
師
等
や
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ

の
追
加
委
託
料
１
１
０
０
万
円
、

指
定
寄
附
金
に
よ
る
備
品
購
入

費
と
し
て
、
ば
ら
の
里
の
介
護
予

防
教
室
等
の
備
品
、
各
幼
児
園

に
テ
レ
ビ
、Ｄ
Ｖ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
等
、

小
・
中
学
校
に
児
童
・
生
徒
用
図

書
等
合
わ
せ
て
１
１
５
万
円
、
川

西
中
沢
１
号
線
の
舗
装
修
繕
工

事
、
町
内
一
円
の
マ
ン
ホ
ー
ル
周

辺
補
修
工
事
、
通
学
路
安
全
対

　

議
員
活
動
と
家
庭
生
活
と
の

両
立
支
援
策
を
は
じ
め
、
男
女

の
議
員
が
活
動
し
や
す
い
環
境

整
備
の一環
と
し
て
、
出
産
、
育

児
、
介
護
な
ど
議
員
と
し
て
活

動
す
る
に
当
た
っ
て
の
諸
要
因

に
配
慮
し
、
議
会
へ
の
欠
席
事

由
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
出

策
の
整
備
工
事
費
等
合
わ
せ
て

２
０
０
０
万
円
、
中
学
校
体
育

館
用
地
と
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
跡
地
の

借
地
購
入
費
と
購
入
後
の
駐
車

場
造
成
費
に
合
わ
せ
て
５
６
６

０
万
円
、
町
民
体
育
館
２
階
競

技
場
の
照
明
の
玉
替
え
、
落
雷

に
よ
る
ご
う
ど
ロ
ー
ズ
ス
タ
ジ
ア

ム
ス
コ
ア
ボ
ー
ド
の
修
繕
料
合
わ

せ
て
１
４
５
万
円
等
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
す
る
歳
入
は
、
国

庫
補
助
金
１
０
３
０
万
円
、
寄

附
金
１
１
５
万
円
、
公
共
施
設

整
備
基
金
繰
入
金
５
０
０
０
万

円
、
前
年
度
か
ら
の
繰
越
金
の
一

部
６
６
３
０
万
円
等
で
あ
る
。

産
に
つ
い
て
は
母
性
保
護
の
観

点
か
ら
出
産
に
係
る
産
前
・
産

後
の
欠
席
期
間
を
規
定
す
る
た

め
、
並
び
に
議
会
へ
の
請
願
手

続
き
に
つ
い
て
、
請
願
者
に一
律

に
求
め
て
い
る
押
印
の
義
務
付

け
を
見
直
し
、
署
名
又
は
記
名

押
印
に
改
め
る
た
め
改
正
し
た
。

議
員
提
出
議
案

　
　
政
府
関
係
大
臣
へ
意
見
書
を
提
出

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
は
、
変
異
株
の
猛
威
も
加
わ
り
、
我
が
国
の
各
方
面
に
甚
大
な

経
済
的
・
社
会
的
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
国
民
生
活
へ
の
不
安
が
続
い
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
地
方

財
政
は
、
来
年
度
に
お
い
て
も
巨
額
の
財
源
不
足
が
避
け
ら
れ
な
い
厳
し
い
状
況
に
直
面
し
て
い
る
。

　
地
方
自
治
体
に
お
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
は
も
と
よ
り
、
地
方
創
生
、
雇
用

対
策
、
防
災
・
減
災
対
策
、
デ
ジ
タ
ル
化
や
脱
炭
素
社
会
の
実
現
と
と
も
に
、
財
政
需
要
の
増
嵩
が

見
込
ま
れ
る
社
会
保
障
等
へ
の
対
応
に
迫
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
た
め
に
は
、
地
方
税
財
源
の
充
実
が

不
可
欠
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
令
和
４
年
度
地
方
財
政
対
策
及
び
地
方
税
制
改
正
に
向
け
、
次
の
事

項
を
確
実
に
実
現
さ
れ
る
よ
う
、
強
く
要
望
す
る
。記

１ 　
令
和
４
年
度
以
降
３
年
間
の
地
方
一
般
財
源
総
額
に
つ
い
て
は
、「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基

本
方
針
２
０
２
１
」
に
お
い
て
、
令
和
３
年
度
地
方
財
政
計
画
の
水
準
を
下
回
ら
な
い
よ
う
実
質

的
に
同
水
準
を
確
保
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
急
速
な
高
齢
化
に
伴
い
社
会
保
障
関
係
経
費
が
増

大
し
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、
他
の
地
方
歳
出
に
不
合
理
な
し
わ
寄
せ
が
な
さ
れ
な
い
よ
う
、
十

分
な
総
額
を
確
保
す
る
こ
と
。

２ 　

固
定
資
産
税
は
、
市
町
村
の
極
め
て
重
要
な
基
幹
税
で
あ
り
、
制
度
の
根
幹
を
揺
る
が
す
見
直

し
は
、
断
じ
て
行
わ
な
い
こ
と
。
ま
た
、
生
産
性
革
命
の
実
現
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊

急
経
済
対
策
と
し
て
講
じ
ら
れ
た
固
定
資
産
税
等
に
係
る
特
例
措
置
は
、
本
来
国
庫
補
助
金
等
に

よ
り
対
応
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
今
回
限
り
の
措
置
と
し
て
、
期
限
の
到
来
を
も
っ
て
確
実
に
終
了

す
る
こ
と
。

３ 　

令
和
３
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
講
じ
ら
れ
た
土
地
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
を
令
和

２
年
度
と
同
額
と
す
る
負
担
調
整
措
置
に
つ
い
て
は
、
令
和
３
年
度
限
り
と
す
る
こ
と
。

４ 　

令
和
３
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
講
じ
ら
れ
た
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
臨
時

的
軽
減
の
延
長
に
つ
い
て
、
更
な
る
延
長
は
断
じ
て
行
わ
な
い
こ
と
。

５ 　
炭
素
に
係
る
税
を
創
設
又
は
拡
充
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
一
部
を
地
方
税
又
は
地
方
譲
与
税
と
し

て
地
方
に
税
源
配
分
す
る
こ
と
。

　
以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
厳
し
い
財
政
状
況
に
対
処
し
地
方
税
財
源
の
充
実
を
求
め
る
意
見
書

を
採
択
し
、
神
戸
町
議
会
と
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
を
は
じ
め
、
関
係
大
臣
等
に
意
見
書
を

提
出
し
た
。

議員提出議案
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反対

議
員
提
出
議
案

　
　
政
府
関
係
大
臣
へ
意
見
書
を
提
出

　

少
子
高
齢
化
が
深
刻
な
我
が
国
に
お
い
て
、
子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
成
長
発
達
を
力
強
く
サ

ポ
ー
ト
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
が
か
つ
て
な
く
高
ま
っ
て
お
り
、
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
が
協

力
に
連
携
し
て
取
り
組
む
課
題
で
あ
る
。

　
地
方
行
政
の
現
場
で
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
に
関
す
る
様
々
な
相
談
や
要
望
が
住
民
か
ら
日
々
寄

せ
ら
れ
て
い
る
。
妊
娠
、
出
産
、
保
育
、
教
育
、
医
療
、
福
祉
、
児
童
虐
待
、
非
行
、
貧
困
、
い
じ
め
、

事
故
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
要
望
や
相
談
に
適
切
に
対
処
す
べ
く
、
現
場
の
職
員
は
国
と
連
携
し
つ
つ

尽
力
し
て
い
る
が
、
国
の
一
元
的
な
窓
口
が
存
在
し
な
い
た
め
、
十
分
な
連
携
が
取
れ
ず
、
迅
速
か

つ
適
切
な
対
応
が
で
き
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
ま
た
、
現
状
で
は
、
類
似
制
度
で
あ
っ
て
も
所
管
官

庁
が
異
な
っ
た
場
合
、
複
数
の
基
準
が
あ
っ
た
り
、
複
数
の
手
続
き
が
必
要
に
な
っ
た
り
す
る
場
合

が
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
必
要
な
施
策
を
進
め
る
上
で
、
財
政
的
な
制
約
も
深
刻
で
あ
る
。

　
現
在
報
道
さ
れ
て
い
る
「
こ
ど
も
庁
」
設
置
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
諸
課
題
の
解
決
に
資
す
る
も

の
と
考
え
る
。

　
よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
政
策
の
充
実
を
図
る
た
め
、
早
急
に
次
の
事
項
を
実
施
す
る

よ
う
強
く
要
望
す
る
。

記

１ 　
専
任
の
大
臣
の
下
で
、
強
い
権
限
を
持
っ
て
子
ど
も
・
子
育
て
に
関
す
る
施
策
を
一
元
的
に
所

管
す
る
「
こ
ど
も
庁
」
を
設
置
す
る
こ
と
。
ま
た
、
設
置
に
際
し
て
は
、
自
治
体
の
意
見
を
聴
く

こ
と
。

２ 　
支
援
策
を
検
討
す
る
際
は
、
類
似
制
度
間
で
は
基
準
や
手
続
き
を
統
一
す
る
と
と
も
に
、
自
治

体
間
で
の
格
差
が
生
じ
な
い
よ
う
、「
こ
ど
も
庁
」
が
主
導
し
て
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
の
連

携
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。
ま
た
、
他
省
庁
と
の
調
整
が
必
要
な
場
合
は
「
こ
ど
も
庁
」
が
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
窓
口
と
な
り
自
治
体
と
の
調
整
を
行
う
こ
と
。

３　
自
治
体
の
こ
ど
も
施
策
を
充
実
さ
せ
る
た
め
、
人
材
確
保
支
援
・
財
政
支
援
を
強
化
す
る
こ
と
。

　
以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　
こ
ど
も
庁
の
設
置
を
求
め
る
意
見
書
を
採
択
し
、
神
戸
町
議
会
と
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣

を
は
じ
め
、
関
係
大
臣
等
に
意
見
書
を
提
出
し
た
。

子
ど
も
の
命
や
権
利
を
守

る
こ
と
を
政
治
の
中
心
に
位

置
づ
け
る
こ
と
は
、
大
変
重

要
な
事
で
あ
る
と
考
え
る
。

し
か
し
、
こ
ど
も
庁
の
設
置

に
つ
い
て
は
、
何
を
や
る
の

か
全
く
整
理
さ
れ
て
お
ら

ず
、
子
ど
も
に
と
っ
て
、
真

に
有
益
で
実
行
性
の
あ
る
施

策
に
な
る
の
か
、
大
き
な
疑

問
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
ど
も

庁
の
案
を
語
る
中
で
、
社
会

保
障
は
、
今
ま
で
高
齢
者
中

心
で
あ
る
が
、
思
い
切
っ
て

変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
と
強

調
し
て
い
る
。
世
代
間
の
対

立
を
あ
お
り
、
高
齢
者
へ
の

社
会
保
障
費
削
減
に
結
び
付

け
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と

思
い
反
対
す
る
。

※ 

起
立
採
決
の
結
果
、
賛
成

8
人
、
反
対
１
人
で
可
決

し
た
。 討

論

鈴
木
愛
子 

議
員
　

９
月
23
日
を
も
っ
て
任

期
満
了
と
な
る
固
定
資
産

評
価
審
査
委
員
会
委
員
に

加
藤
卓
俊
さ
ん
（
栄
町
）

を
再
任
す
る
こ
と
に
同
意

し
た
。

任
期
は
、
令
和
３
年
９

月
24
日
か
ら
３
年
間
で
あ

る
。９

月
30
日
を
も
っ
て
任

期
満
了
と
な
る
教
育
委
員

会
委
員
に
今
津
昭
雄
さ
ん

（
横
町
）
を
再
任
す
る
こ

と
に
同
意
し
た
。

任
期
は
、
令
和
３
年
10

月
１
日
か
ら
４
年
間
で
あ

る
。

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員
に

　
加
藤
卓
俊
さ
ん
を
再
任

教
育
委
員
会
委
員
に

　
今
津
昭
雄
さ
ん
を
再
任

加藤 卓俊さん今津 昭雄さん


